
 四日市市消防吏員貸与品に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成３１年３月２７日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第１４号 

四日市市消防吏員貸与品に関する規則の一部を改正する規則  

四日市市消防吏員貸与品に関する規則（昭和３９年四日市市規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（貸与品の品目） （貸与品の品目） 

第２条 貸与される貸与品の品目は、別

表第１及び別表第２に定めるところに

よる。 

第２条 貸与される貸与品の品目は、別

表第１、別表第２及び別表第３に定める

ところによる。 

 

改正後 

別表第１（第２条関係） 

貸与品 

品目 備考 

 （略） 

制服等  （略）  （略） 

防寒衣 制服用及び活動服用とする。 

 （略）  

ワイシャツ（男性）又はブラウス

（女性） 

 

Tシャツ 紺とする。 

ハイネックシャツ 紺とする。 

 （略）  

白手袋  

名札  

バンド 制服用及び活動服用とする。 

 （略）  



靴等  （略）  

防火長靴  

 （略）  

皮手袋  （略） 

ケブラー手袋  

防塵メガネ  

ヘッドライト  

警笛  
 

  

 

改正前 

別表第１（第２条関係） 

男性貸与品 

品目 備考 

 （略） 

制服等  （略）  （略） 

防寒衣 制服用及び作業服用とする。 

 （略）  

ワイシャツ  

Tシャツ 紺及び白とする。 

ハイネックシャツ 紺及び白とする。 

 （略）  

白手袋  

バンド 冬、夏及び訓練用とする。 

 （略）  

靴等  （略）  

防火長靴 銀及び編上げとする。 

 （略）  

皮手袋  （略） 

警笛  
 

  



 

改正後 

  

 

改正前 

別表第２（第２条関係） 

女性貸与品 

品目 備考 

帽子 冬帽  

夏帽  

アポロキャップ 冬及び夏用とする。 

制服

等 

冬服  

夏服 長袖及び半袖とする。 

救助服 冬及び夏用とする。 

活動服 冬及び夏用とする。 

防寒衣（冬服・活動服兼用）  

雨衣  

ブラウス  

Tシャツ 紺及び白とする。 

ハイネックシャツ 紺及び白とする。 

ネクタイ  

手袋  

バンド 冬、夏及び訓練用とする。 

救急バンド  

靴等 黒短靴  

編上安全靴  

安全靴  

防火長靴 銀及び編み上げとする。 

ヘルメット  

皮手袋 一般作業用及び救助用とする。 

警笛  



バッグ  
 

  

 

改正後 

別表第２（第２条関係） 

業務別貸与品 

品目 備考 

消防隊 防火帽 

セパレート型防火衣 

防火長靴 

 

 （略） 

  

 

改正前 

別表第３（第２条関係） 

業務別貸与品 

品目 備考 

消防隊 防火帽 

セパレート型防火衣 

コート型防火衣 

防火靴（網上） 

 

 （略） 

  

 

   附 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

（消防本部総務課） 


